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自己紹介

・弁護士登録１８年目

２００６年１０月 東京弁護士会登録

・東京ブライト法律事務所

所属弁護士数９名

・主な業務

契約書チェック～交渉（エンジニア派遣、人材関係顧問など）

民事裁判、刑事裁判、家事裁判（離婚、相続）、強制執行など

・弁護士領域拡大センター AI部会所属

・３人の子どもの父親



2024年の最高裁判決

◆経営に役立つ2024最高裁判決３選

・日報がある場合のみなし労働時間（R6.04.16）

・技術職を施設管理担当者に配転することの違法性(R6.04.26)

・非正規職員と待遇を合わせるために、正社員の手当を少なくす
ることの適法性(R5.05.24山口地裁判決→R6.07最高裁確定)

◆雑談に役立つ2024最高裁判決３選

・男性から女性に性別変更後に、凍結精子で生まれた子の親子関
係(R6.06.21)

・旧優生保護法による不妊手術強制の違法性(R6.07.03)

・元信者は返金を求めないとする念書の無効性(R6.07.11)



日報がある場合のみなし労働時間

・事案の概要

外国人の技能実習に係る監理団体の指導員。技能実習生のために，来日時等の送迎，
日 常の生活指導や急なトラブルの際の通訳を行う。タイムカードはなく、業務日報を
出していた。

労働基準法３８条の２「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に
従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものと
みなす」

・判決のポイント

「業務日報の正確性が客観的に担保されていたなどと評価することができるものでも
ない」

・ひとこと
テレワークでも、「業務日報の正確性を客観的に担保」することが課題。



技術職を施設管理担当者に配転することの違法性

・事案の概要

財団法人 に，福祉用具センターにおける福祉用具の改造及び製作並びに技術の開発
に係る技術職として雇用されていた。→その同意を得ることなく，総務課 施設管理担
当への配置転換を命じた。

・判決のポイント

「労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨
の合意がある場合には，使用者は，当該労働者に対し，その個別 的同意なしに当該合
意に反する配置転換を命ずる権限を有しない」

これに反する配置転換は、権利濫用となり得る。

・ひとこと
職種限定合意の有無がポイント。
雇用契約書の職種の記載に注意。
育休や休職からの復帰時に注意。



非正規職員と待遇を合わせるために、正社員の手当
を少なくすることの適法性

・事案の概要

山口総合病院が、就業規則の扶養手当及び住宅手当を変更。

手当金額が下がった正社員もいた。

・判決のポイント

「病院の長期的な経営の観点から、人件費の増加抑制にも配慮しつつ手当の組換えを
検討する高度の必要性があったところ（なお、 原告らの月額賃金あるいは年収の減額
率は高くても数％程度（５％を下回るもの）にとどまるから、就業規則の変更を行わ
ないと使用者の事業が存続することができないというような極めて高度の必要性まで
は要しない。）、本件変更により正規職員らが被る不利益の程度を低く抑えるべく検
討・実施され、また、その検 討過程において、本件組合の意見が一部参考にされるな
ど、本件変更への理解を求めて一定の協議ないし交渉が行われた」

この上で行われた「本件変更は合理的なものであると認められる」

・ひとこと
令和2年10月13日最高裁判決、令和2年10月15日最高裁判決によって、

賞与・退職金・職務手当は、 格差あり。
扶養手当、住居手当、有給休暇、傷病休暇 は、平等に。



男性から女性に性別変更後に、
凍結精子で生まれた子の親子関係

・事案の概要

父が自己の精子を凍結保存→性別の取扱いの変更の審判を受けた（父親の性が女性
に）。→母が凍結精子によって娘を出産。→胎児認知の届出をしたが、被上告人の法
的性別が女性であることなどを理由に当該届出は不受理とされた。

民法７７９条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

・判決のポイント

「生物学的な男性が生物学的な女性に自己の精子で子を懐胎させることによって血
縁上の父子関係が生ずるという点は、当該男性の法的性別が男性であるか女性である
かということによって異なるものではない」

・ひとこと
性別変更に生殖能力を失わせる手術は必要ない
（令和５年１０月２５日最高裁判決）



旧優生保護法による不妊手術強制は違法

・事案の概要

昭和２３年６月２８日優生保護法成立。

平成８年９月２６日、優生保護法の一部を改正。

政府は一時金として３２０万円を支給。慰謝料として１５００万円が認められるか。

民法７２４条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効に
よって消滅する。

一 被害者・・・が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

・判決のポイント

「本件請求権が除斥期間の経過により消滅したものとすることは、著しく正義・公平
の理念に反し、到底容認することができない。」

・ひとこと
遺伝性疾患、ハンセン病、知的障害、精神障害

などが対象とされていました。



元信者は返金を求めないとする念書の無効性

・事案の概要

亡Ａは、家庭連合に対し、平成１７年から平成２１年までの間、十数回にわたり合
計１億００５８万円を献金。

「それまでにした献金につき、家庭連合に対し、欺罔、強迫又は公序良俗違反を理由
とする不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求等を、裁判上及び裁判外に
おいて、一切行わないことを約束する」内容の念書を公正証書で作成。信者により、
亡Ａが被上告人Ｙ１からの質問に答えて上記献金につき返金手続をする意思はないこ
とを肯定する様子がビデオ撮影された。その半年後、アルツハイマー型認知症により
成年後見相当と診断。

・判決のポイント

「勧誘の在り方として社会通念上相当な範囲を逸脱すると認められる場合には、不法
行為法上違法と評価されると解するのが相当である。そして、上記の判断に当たって
は、勧誘に用いられた言辞や勧誘の態様 のみならず、寄附者の属性、家庭環境、入信
の経緯及びその後の宗教団体との関わり方、献金の経緯、目的、額及び原資、寄附者
又はその配偶者等の資産や生活の状況等について、多角的な観点から検討することが
求められる」

・ひとこと
高裁では、
「本件念書の内容や作成経緯等を検討しても、本件不起訴合意が公序良
俗に反し無効であるとはいえない」
とされていました。



弁護士費用のめやす



ご清聴
ありがとうございました。

弁護士伊藤献
東京ブライト法律事務所

03-5566-6371

Ito-ken@tokyo-bright.biz
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